
令和６年度第３回さいたま市運賃協議会 

議事録 

 

□日時：令和６年 11 月 21 日（木）17時 30 分～18 時 10 分 

□場所：岩槻区役所 ４階 第３会議室  

□配布資料 

・次第 

・名簿・席次表 

・資料（１）－１ 岩槻区コミュニティバスの運賃について 

・資料（１）－２ 道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見 

・資料（１）－３ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協

議が調っていることの証明書（案） 

・参考資料     岩槻区コミュニティバスの運行ルート変更について 

 

・資料（２）－１ 北区吉野町地区乗合タクシーの運賃について 

・資料（２）－２ 道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見 

・資料（２）－３ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協

議が調っていることの証明書（案） 

・参考資料 北区吉野町地区乗合タクシー「宮原なかよし号」停留所新設及び宮

原駅乗入れについて 

 

・資料（３）－１ 岩槻区河合地区乗合タクシーの運賃について 

・資料（３）－２ 道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見 

・資料（３）－３ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協

議が調っていることの証明書（案） 

・参考資料     岩槻区河合地区乗合タクシー「おりづる号」の本格運行について 

 

□出席者名 

・東武バスウエスト株式会社運輸統括部業務課 課長補佐  中山 貴浩 

・株式会社岩槻タクシー 取締役    𠮷田 永舜 

・蓮田市 自治連合会 会長     大塚 武夫 

・さいたま市 都市局 都市計画部 副理事      代田 智之 

・国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局 首席運輸企画専門官    髙木 純子 

・蓮田市 都市整備部 都市計画課 課長 小川 慶太郎 

 

  



１．開会                            

【事務局】 

 令和６年度第３回さいたま市運賃協議会を開催する。 

 本日の配布資料について、確認する。次いで、各委員を紹介する。 

 なお、本日の議事は３件あり、各議事において、委員の入れ替えを行うこと御了承いた

だきたい。 

（資料確認） 

【事務局】  

 議事に移りたい。 

 進行については、さいたま市運賃協議会設置要綱に基づき、会長が議長となるため、代

田会長にこれからの会議の進行をお願いする。 

【代田会長】 

 さいたま市運賃協議会設置要綱の規定により、議長を務めさせていただく。 

 委員の出席状況について事務局より報告をお願いする。 

【事務局】  

 委員の出席状況について、本日は、松本委員と、議事⑵関係の委員である小谷委員が、

所用のため欠席となる。 

 松本委員と小谷委員には、事前に意見聴取をしているため、後ほど、各議事の中で事務

局より紹介する。 

【代田会長】 

 続いて、本日の会議の公開について諮りたい。本日の議事に関して、非公開事項に該当

した案件があるか、事務局から報告をお願いする。 

【事務局】 

 本日の会議において、非公開事項に該当する案件はない。 

【代田会長】 

 事務局から、本日は非公開事項に該当する案件がないとのことであったので、本日の会

議を公開で行いたいが、よろしいか。 

（出席者全員一致で了承） 

【代田会長】 

 それでは、本日、会議は公開とする。事務局から傍聴者について報告をお願いする。 

【事務局】 

 本日の傍聴者はいない。 

【代田会長】 

 傍聴者はいないとのことなので、これより議事に入らせていただく。 

 議事の「岩槻区コミュニティバスの運賃について」事務局から説明をお願いする。 



２．議事                            

（１）岩槻区コミュニティバスの運賃について 

【事務局】 

 資料「岩槻区コミュニティバスの運賃について」を説明 

【代田会長】 

 資料について、ご意見ご質問等はあるか。 

【代田会長】 

 欠席委員から事前に聴取した意見はあるか。 

【事務局】 

 松本委員からは本件に対して、意見がない旨を確認している。 

【代田会長】 

 他にご意見がないようなので、運賃案について決議をとる。御意見のあったとおり、内

容を修正したうえで、「道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる

協議が調っていることの証明書」を発行してよいか。 

（出席者全員一致で了承） 

【代田会長】 

 「岩槻区コミュニティバスの運賃について」議決された。 

（中山委員退室） 

 

（２）北区吉野町地区乗合タクシーの運賃について 

【事務局】 

 資料「北区吉野町地区乗合タクシーの運賃について」を説明 

【髙木委員】 

 路線の営業距離は他の路線と比較してどのような状況か。 

【事務局】 

 長い路線、短い路線様々あり、特異な点はない。 

【代田会長】 

 欠席委員から事前に聴取した意見はあるか。 

【事務局】 

 松本委員、小谷委員からは本件に対して、意見がない旨を確認している。 

【代田会長】 

 他にご意見がないようなので、運賃案について決議をとる。「道路運送法第９条第４項及

び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書」を発行してよい

か。 

（出席者全員一致で了承） 



【代田会長】 

 「北区吉野町地区乗合タクシーの運賃について」議決された。 

（𠮷田委員、大塚委員、小川委員入室） 

 

（３）岩槻区河合地区乗合タクシーの運賃について 

【事務局】 

 資料「岩槻区河合地区乗合タクシーの運賃について」を説明 

【代田会長】 

資料について、ご意見ご質問等はあるか。 

【髙木委員】 

 土日は運行していないが、土日はどのように移動しているのか。 

 土日運行に対して、要望等はあるのか。 

【事務局】 

 詳細は把握できていないが、自家用車等で移動しているものと思われる。 

【代田会長】 

 多くの人が利用しているようだが、利用状況はいかがか。 

【事務局】 

 収支率が 73％となっており、最も利用されている乗合タクシーである。 

【小川委員】 

 市内で一番利用されているということか。 

【事務局】 

 その通りである。 

【代田会長】 

 欠席委員から事前に聴取した意見はあるか。 

【事務局】 

松本委員からは本件に対して、意見がない旨を確認している。 

【代田会長】 

 他にご意見がないようなので、運賃案について決議をとる。「道路運送法第９条第４項及

び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書」を発行してよい

か。 

（出席者全員一致で了承） 

【代田会長】 

「岩槻区河合地区乗合タクシーの運賃について」議決された。 

 以上で、本日の議事を終了する 

  



３．閉会                             

【事務局】 

 これをもって、令和６年度第３回運賃協議会を閉会する。 


